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２０２４年度ソーシャルワーカーデーについて（お願い） 

 

 

平素よりわが国のソーシャルワーカーの社会的評価及び地位向上に向けた活動にご尽力を賜り厚く

お礼申しあげます。 

さて、２００９年度にソーシャルケアサービス研究協議会が「海の日」（７月の第３月曜日）をソー

シャルワーカーデーと定め、２０１１年度から日本ソーシャルワーカー連盟（以下「JFSW」という。）

の会員（公益社団法人日本社会福祉士会、公益社団法人日本精神保健福祉士協会、公益社団法人日本

医療ソーシャルワーカー協会、特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会）に関連する都道府

県団体が中心となってソーシャルワーカーデー記念イベント（以下「記念イベント」という。）を開催

していただいております。 

新型コロナウイルス感染問題が発生するまでは４０を超す都道府県において、「海の日」を中心に記

念イベントを開催いただき、全国的に定着しておりますことに感謝申しあげます。 

記念イベントは、ソーシャルワーカーを地域住民に広く認知いただくことのみならず、都道府県内

の関係団体との連携強化の一助にもなり、今後も継続的に開催していただきたいと考えております。 

ご承知のように、２０２３年５月８日から新型コロナウイルスの感染症法上の扱いが「５類感染症」

になりました。厚生労働省が提示している「基本的感染対策の考え方について」を参考にした感染対

策を講じつつ、記念イベントを企画・実施いただけますようお願い申しあげます。 

また、開催が決定した際には、都道府県毎の団体状況を踏まえ、原則として、都道府県社会福祉士

会を通じて、開催内容を公益社団法人日本社会福祉士会にご報告いただきたく存じます。ご報告いた

だいた開催内容（概要）について、JFSW のウェブサイトやソーシャルワーカーデーの Facebook に掲

載させていただきます。 

なお、毎年７月は法務省が提唱する“社会を明るくする運動”の強調月間や「再犯防止啓発月間」

になりますので、可能な範囲で連携企画もご検討いただければ幸いです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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